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参考資料１：「ふるさと納税」の受入額及び住民税控除適用者数（全国計）

○ 令和４年度の「ふるさと納税」の受入額は、１兆円に迫る勢い
○ 住民税控除適用者数は、平成27年度にワンストップ特例制度が開始されて以降大きく増加し、令和４年度は約891万人となった

（単位：万人）（単位：億円）

注１ 総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果（令和５年度実施）」（令和５年８月１日）から作成
２ 受入額については、地方団体が個人から受領した寄附金を計上している。
３ 平成23年東北地方太平洋沖地震に係る義援金等については、含まれないものもある。
４ 控除適用者数について、実際に住民税が控除される時期はその翌年度となる。
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参考資料２：「ふるさと納税」に係る控除額の推移（東京都)

注１ 令和４年度以前は、総務省「ふるさと納税（寄附）に係る寄附金税額控除の適用状況について」から作成
２ 令和５年度は、総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」から作成した推計値
３ 各年度の計数は、前年中（例えば、令和５年度については、令和４年１月１日～12月31日の間）のふるさと納税に係る各年度における控除の適用状況
４ 個人住民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金のうち、「都道府県・市区町村に対する寄附金」に係る寄附についての控除額等を取りまとめている。

○ 令和５年度の東京都の控除額は、約1,688億円に増加（対前年度比：約1.2倍）
○ 平成21年度の制度創設時からの累計額は、約7,562億円にのぼる

（単位：億円）
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法
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事
業
税

法人事業税（所得割・収入割）の一部を

国税化（令和元年度税制改正で創設）
＊ 以前は暫定措置として「地方法人特別

税」が導入されていた（平成20年度税制改

正で創設・平成28年度税制改正で廃止）。

仕組みは類似している。

法人住民税法人税割の一部を国税化し、

地方交付税として地方自治体に配分

（平成26年度税制改正で創設、平成28

年度税制改正で拡大）
＊ 都は地方交付税の不交付団体

概要

特別法人事業税

地方法人税

特別法人事業譲与税

特別法人事業税
本
来
は
法
人
事
業
税

本
来
は
法
人
住
民
税

地方法人税

法人事業税

法人住民税

▲6,436億円

▲6,799億円

特別法人事業税を譲与税として都道府県

に配分（令和元年度税制改正で創設）
638億円

法人事業税
1兆4,517億円

譲与税

影響額

法人住民税
7,571億円

国
直接国が徴収し、
地方交付税原資化

【東京都に対する「偏在是正措置」と税額のイメージ（令和５年度予算の場合）】

特別法人事業税を原資として、人口で按分した

額を各都道府県への譲与額とする。

なお、都は地方交付税の不交付団体のため、譲

与額の最大75％が控除される。

都は
不交付団体

税目

国
一度地方自治体が徴収
してから、国へ納める

法人事業税交付金 ▲168億円
法人事業税の一定割合を都道府県内の

市町村に配分

（平成28年度税制改正で創設）

参考資料３：東京都における「偏在是正措置」による影響

注 東京都財務局「東京都予算案の概要」（令和５年２月）等から作成

参考資料４：地方法人課税の累次の「偏在是正措置」等による東京都の影響額の推移
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○平成元年度税制改正
法人事業税の分割基準の見直し

○平成17年度税制改正
法人事業税の分割基準の見直し

○平成20年度税制改正
法人事業税の暫定措置導入

○令和元年度税制改正
特別法人事業税の創設

（億円）

（年度）

○平成26年度税制改正
法人住民税の交付税原資化

（参考）地方法人課税の「偏在是正措置」等による東京都の影響額の推移

累計約７．９兆円
(「偏在是正措置」のみ）

H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5
影響額合計 785 889 807 604 527 496 503 577 566 501 421 507 755 661 476 551 806 2,348 2,263 2,115 2,409 2,738 2,594 2,228 3,446 3,382 5,132 6,285 6,310 7,045 7,527 8,893 14,844 15,339 15,314

注１ 東京都財務局「国の不合理な措置に対する東京都の主張－地方消費税の清算基準の見直しに向けた反論－」等から作成
２ 令和４年度までは決算額、令和５年度は当初予算額による。
３ 端数処理の関係で合計と内訳が一致しない場合がある。



参考資料５：住宅の環境性能に応じた不動産取得税の税率設定

取得 保有 利用

税目

性格

納税義務者

賦課

税率

※税率について
は、区分表から
一部抜粋

自動車税環境性能割

自動車がもたらすCO₂排出、道路損

傷、交通事故、公害、騒音等、様々

な社会的コストに係る行政需要に着

目した原因者負担金的性格を有す

るもの

自動車の取得者

取得時

自動車の通常の取得価額を課税標

準額とし、自動車の種別、環境性能

等に応じて税率が異なる

自動車税種別割

自動車という特定の財産に対して課

される財産税としての性格を有する

と同時に、道路損傷負担金的性格、

奢侈税、環境損傷負担金的性格を

有するもの

自動車の所有者

・取得時（月割課税）

・毎年度

自動車の種別、排気量や最大積載

量ごとに設定

自動車重量税

自動車が車検を受け又は届出を行

うことによって走行が可能になると

いう法的地位に着目した権利創設

税的性格を有するもの

・車検証交付等を受ける者

・車両番号の指定を受ける者

車検時

自動車の種別、車検の有効期間、

総重量等ごとに設定

車種 総排気量 営業用 自家用

電気自動車 7,500 25,000
～１リットル 7,500 25,000
～1.5リットル 8,500 30,500
～２リットル 9,500 36,000
～2.5リットル 13,800 43,500

乗用車

右以外 13年経過 18年経過
～0.5トン 8,200 11,400 12,600
～１トン 16,400 22,800 25,200
～1.5トン 24,600 34,200 37,800
～２トン 32,800 45,600 50,400

エコカー
エコカー以外

２年自家用

免税

自家用 営業用

R12燃費基準75％かつR2燃費基準 1% 非課税

R12燃費基準70％かつR2燃費基準 2% 0.50%

車種

④ガソリン自動車（ハイブリッド自動車を含む）、乗用車

H30年排出ガス基準50％低減かつ以下の基準達成

車両
重量

注 東京都税制調査会「自動車関連税制のあり方に関する分科会報告書」（令和３年３月）、国土交通省ホームページ「自動車重量税額について」、
総務省ホームページ「不動産取得税」、「固定資産税の概要」、「都市計画税」、東京都主税局ホームページ等から作成

取得 保有

不動産取得税

不動産に対する将来にわたる固定

資産税の負担の緩和を図るとともに、

不動産を取得するという比較的担

税力のある機会に相当の税負担を

求めるもの

不動産の取得者

取得時

固定資産税

固定資産の保有と市町村が提供す

る行政サービスとの間に存在する

受益関係に着目し、応益原則に基

づき、資産価値に応じて、所有者に

負担を求めるもの

不動産の所有者

毎年度

都市計画税

都市計画事業や土地区画整理事業

を行う市町村が、都市計画区域内

にある土地や家屋に対して、その事

業に必要となる負担を求めるもの

市街化区域内に不動産を所有して

いる者

毎年度

取得

税目

性格

納税義務者

賦課

自動車関連税制においては、取得段階の自動車税環境性能割において、
環境性能を基準として税率を区分しているため、同じ発想に基づいて、
住宅の取得段階である不動産取得税において税率を区分することが考えられる。



自治体 東京都 大阪府 京都市 金沢市

導入 H14.10.1 H29.1.1 H30.10.1 H31.4.1

課税客体
(宿泊行為) 旅館・ホテル

旅館・ホテル
簡易宿所
特区民泊の民泊
民泊新法の民泊

旅館・ホテル
簡易宿所
民泊新法の民泊

旅館・ホテル
簡易宿所
民泊新法の民泊

税率等

課税免除 修学旅行生

税収
（R5年度当初予算） 約16.7億円 約11.7億円 約35.5億円 約7.1億円

参考資料６：他自治体における宿泊税

注 各自治体ホームページから作成

自治体 倶知安町 福岡市 福岡県 北九州市 長崎市

導入 R1.11.1 R2.4.1 R2.4.1 R2.4.1 R5.4.1

課税客体
(宿泊行為)

旅館・ホテル
簡易宿所
民泊新法の民泊

旅館・ホテル
簡易宿所
民泊新法の民泊

旅館・ホテル
簡易宿所
特区民泊の民泊
民泊新法の民泊

旅館・ホテル
簡易宿所
特区民泊の民泊
民泊新法の民泊

旅館・ホテル
簡易宿所
民泊新法の民泊

税率等

課税免除 修学旅行生
職場体験・インターンシップ

市町村が宿泊税を課税する場合
税率100円
福岡市内・北九州市内
税率50円 課税免除 修学旅行生

税収
（R5年度当初予算） 約2億円 約18.6億円 約13.9億円 約3.9億円 約3.7億円

宿泊料金 税率

7千円以上
1.5万円未満 100円

1.5万円以上
2万円未満 200円

2万円以上 300円

宿泊料金 税率

1万円以上
1.5万円未満 100円

1.5万円以上 200円

宿泊料金 税率

2万円未満 200円

2万円以上 500円

税率

宿泊料金 2%

宿泊料金 税率

2万円未満 150円

2万円以上 450円

宿泊料金 税率

2万円未満 200円

2万円以上
5万円未満 500円

5万円以上 1,000円

税率

１人１泊 200円

税率

１人１泊 150円

宿泊料金 税率

1万円未満 100円

1万円以上
2万円未満 200円

2万円以上 500円
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４ 主 税 調 第 ９ 号 

 東 京 都 税 制 調 査 会 

下記の事項について意見を求めます。  

  令和４年５月１９日  

 
 

東京都知事   小  池  百  合  子  

 
 

記  

 
 

１  意見を求める事項  

 社会経済を取り巻く状況が大きく変化する時代において、地方分権

に資する地方税制や国・地方を通じた税制全体のあり方、その他これ

らに関連する諸制度について意見を求める。  
 

２  趣旨  

我が国の財政は、国及び地方の長期債務残高が 1,200 兆円を超え、

GDP 比 200％を上回るなど、危機的な状況にある。これに加え、急速

な少子高齢化の進展は、社会保障給付費が増大するとともに、労働力

人口の減少や国内市場の縮小が経済成長を阻害し、将来の財政に更に

大きな影響を与えると懸念される。財政の健全性及び持続可能性を維

持・回復するため、税制度の改革は急務である。  

一方、気候変動への危機感、新型コロナウイルス感染症の脅威等を

背景に、脱炭素やデジタル化の潮流が大きなうねりとなっている。ま

た、ウクライナ危機をはじめとする国際情勢は刻々と変化しており、

エネルギーの安定供給等の様々な面で都民生活や都内経済に深刻な

影響を及ぼしかねない。  

このような状況を踏まえ、社会環境の劇的な変化にアジャイルに対

応し、「サステナブル・リカバリー」を実現する観点から、地方税制、

国・地方を通じた税制全体のあり方、その他これらに関連する諸制度

について意見を求めるものである。  



 

 

東京都税制調査会設置要綱 

 

 

平成１２年５月２４日                               
１２主税税第４６号                               

                              知  事  決  定 
             

 

（設置目的） 

第１ 地方分権の時代にふさわしい地方税制及び国・地方を通じた税制全体のあり方等の参考と

するため、幅広く有識者等の意見の表明又は有識者との意見の交換を行う懇談会として、東京

都税制調査会（以下「調査会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２ 調査会では、以下の事項について検討し、意見の交換を行う。 

 (1) 地方税制度の改善に関すること。 

 (2) 国と地方の税源配分に関すること。 

 (3) その他これらの事項に関連する租税制度の改善に関すること。 

 

（委員及び特別委員） 

第３ 調査会は、委員１９人程度、特別委員６人程度をもって構成する。 

２ 委員は学識経験を有する者のうちから、特別委員は都議会議員の職にある者のうちから、知

事が委嘱する。 

３ 委員及び特別委員（以下「委員等」という。）の任期は、３年とする。ただし、委員等が欠

けた場合における補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第４ 調査会に、会長及び副会長を置き、委員等の互選により選任する。 

２ 会長は、調査会の会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（招集） 

第５ 調査会は、会長が招集する。 

 

（小委員会） 

第６ 調査会に、委員により組織される小委員会を置く。 

２ 小委員会は、調査会の付託を受け、第２に定める所掌事項について検討を行うとともに、こ

れに必要な調査研究を行う。 

３ 小委員会に属すべき委員は、調査会に属する委員のうちから会長が指名する。 

４ 小委員会に小委員長を置く。 

５ 小委員長は、会長が指名する。 

６ 小委員長は、小委員会の事務を掌理する。 

 

（分科会）  

第７ 小委員会に、分科会を置くことができる。 

２ 分科会は、小委員会の付託を受けて、その部門に属する事項を研究する。 



 

 

３ 分科会に属すべき委員は、小委員会に属する委員のうちから小委員長が指名する。 

４ 分科会に、分科会長を置く。 

５ 分科会長は、委員の中から小委員長が指名する。 

６ 分科会長は、分科会の事務を掌理する。 

 

（専門委員） 

第８ 調査会において検討すべき事項につき、細目の調査研究その他の必要があるときは、会長

は専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、専門の学識経験を有する者のうちから、会長が指名する。  

３  専門委員は、会長が認める場合には小委員会又は分科会に参加することができる。 

 

（意見の聴取） 

第９ 会長は、必要があるときは、委員等以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第 10 調査会の庶務は、主税局において処理する。 

 

（雑則） 

第 11 この要綱に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年５月２６日から施行する。 
 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年９月１７日から施行する。 
 

   附 則 

 この要綱は、平成１４年６月１０日から施行する。 
 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年６月１日から施行する。 
 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 
 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 
 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年７月１６日から施行する。 
 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年１月１日から施行する。 
 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年７月１６日から施行する。 
 



 

 

    

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
 

   附 則（委員の任期の特例） 

 １ この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

２ 令和３年３月３１日に第３の３に規定する任期が終了することとなる委員等の任期は、同

項の規定にかかわらず、令和４年３月３１日までとする。 
 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年５月１８日から施行する。 

 

 

 

 


